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空 き 家 解 体 支 援 事 業  
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※補助金の交付には、以下の条件があります。 

1. 空き家の解体工事完了後、跡地周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正

な維持管理に努めること。 

2. 申請者およびその３親等以内の親族が建替えを目的としないこと。 

 

※始めに事前調査の申し込みが必要です。申し込み多数の場合は、抽選となります。 

事前調査の結果、補助対象空き家に決定したものに限り、交付申請書を提出してい

ただきます。 

 

※令和９年２月２６日（金）までに解体が完了し、実績報告書の提出が可能な工事を 

対象とします。 

 

新潟県阿賀野市 

阿賀野市イメージキャラクター 

「ごずっちょ」 
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１ 阿賀野市空き家解体支援事業補助金の概要                     

 管理不全な状態にある空き家の解体工事に要する経費の一部を補助し、市民の生活環境の

保全及び安全安心なまちづくりの推進を図ります。 

 

 

２ 補助対象者（次の全てに該当する方）                                   

□ ① 空き家の所有者※またはその相続人 

□ ② 市税を滞納していない方 

□ ③ 過去にこの補助金を受けていない方 

  

 ※所有者：登記事項証明書に所有者として記載されている方（空き家が未登記の場合は、

納税義務者）。 

未登記かつ非課税の場合は、建設課までご相談ください。 

 

 

３ 補助対象となる空き家（ア、イの条件、両方を満たしたもの）                                  

ア．次のいずれかに該当するもの 

□ ① 特定空き家（市の認定を受けたもの） 

□ ② 不良住宅（「空家等状態判定基準」による不良度判定の結果、合計 100点以上の 

もの） 

□ ③ 管理不全空き家（「空家等状態判定基準」による不良度判定の結果、合計 10 点以

上のもの） 

 

イ．次の全てに該当するもの 

□ ① 過去１年以上居住していない空き家 

□ ② 自己またはその親族の居住のために建築された空き家 

□ ③ 公共事業による移転等の補償対象となっていないこと 

  □ ④ 固定資産税を滞納していないこと 

     ※申請者と納税義務者が異なる場合は、事前に納税義務者にご確認ください。 

 

 

４ 補助対象工事（次の全てに該当するもの）                             

□ ① 敷地内にある空き家およびそれに付属する工作物（物置、門、塀、フェンス等）を全

て解体・除却する工事 

□ ② 空き家に所有権以外の権利（抵当権、賃借権等）がある場合、その権利者から 

解体について同意を得ていること 

□ ③ 空家等の所有権が複数人の共有名義または相続財産である場合、共有者全員 

または相続人全員から解体について同意を得ていること 
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５ 補助対象経費                                  

補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる費用とします。ただし、家財道具等の処分

費は除きます。 

① 空き家の解体除却費 

② 廃材等の保管、収集運搬、処分に関する経費 

③ 周囲への安全を確保する上で、空き家の解体工事、廃材等の処分を併せて行うことが

適当であると認められるものに係る経費 

 

 

６ 補助金の額                                   

 

 

  

ただし、補助対象となる空き家の区分に応じて、上限があります。 

 

補助対象となる空き家 補助上限額 

①特定空き家 50万円 

②不良住宅 50万円 

③管理不全空き家 20万円 

①②の場合、工事費 100万円以上で補助上限額 50万円になります。 

③の場合、工事費 40万円以上で補助上限額 20万円になります。 

 

※各用語は、１１ 用語の意義でご確認ください。 

 

７ 補助金の交付条件                                

補助金の交付には条件があります。下記の条件を誓約いただける方は、次ページ以降の手

続きにお進みください。 

 

  （交付条件） 

1. 空き家の解体工事完了後、跡地周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう 

適正な維持管理に努めること。 

2. 申請者およびその３親等以内の親族が建替えを目的としないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

補助金額 ＝ 補助対象経費 × 1/2 
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８ 手続きの流れ                                     

補助金の交付を受けようとする方は、以下の手続きが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市） （申請者） 

１．事前調査の申し込み 

２．交付申請 

解体工事開始 

・補助対象空き家の確認 

（現地調査等） 

・事前調査結果通知 

・事前調査結果通知 

・審査（補助対象要件の確認） 

・交付決定通知 

３．実績報告 

工事完了 

・審査 

（工事代金の支払い状況、現地確認） 

・交付確定通知 

補助金受領 

※工事中に金額、内容等に変更が生じた場合は、 

手続きが必要な場合がありますので、担当 

までご確認ください。 

※申請者が行う手続きを示しています 

・補助金振り込み ４．補助金の請求 

※審査期間 約 1 ヶ月程度 

※審査期間 約１ヶ月程度 
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９ 手続き方法と必要書類                                   

1. 事前調査の申し込み 

 補助金の交付を受けようとする方は、申し込み期間内に下記の必要書類を提出してくださ

い。補助対象となる空き家かどうか確認します。 

 事前調査の結果は、事前調査結果通知書（第２号様式）でお知らせします。 

 

〇申し込み期間   令和８年５月１１日（月）～６月１２日（金）（当日消印有効） 

          ※申し込み多数の場合は、抽選になります。 

          ※申し込み状況に余裕がある場合は、追加募集をする予定です。 

           その際の申し込み期間は、別途市ホームページでお知らせします。 

 

〇必要書類      

□事前調査申込書（第１号様式） 

 □空き家の登記の全部事項証明書（建物）の写し 

  ※未登記の場合は、課税明細書の写しまたは名寄帳。 

   未登記かつ非課税の場合は、建設課までご相談ください。 

 □空き家の位置図 

 □空き家の現況写真（全体がわかるもの） 

 □空き家の敷地の区域がわかる書類 

  ※敷地の区域がわかる書類の例：航空写真や現況写真に工事範囲がわかるように区域を

書き込んだもの 

 □補助対象要件チェックシート 

  ※補助対象要件に当てはまらない場合、交付決定となりませんので、事前にチェックシ

ートでご確認ください。 

 

〇申し込み方法   建設課窓口に提出または郵送で提出してください。 

提出先   〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町 10番 15号 

            阿賀野市役所 産業建設部 建設課 都市計画建築係 
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2. 交付申請 

 事前調査結果通知書を受領された方は、交付申請受付期間内に次の必要書類を提出してく

ださい。補助対象者に該当するかどうか、補助対象経費以外のものが含まれていないかどう

か等を確認します。 

 審査の上、補助金の交付、不交付を決定し、交付決定通知書（第４号様式または第５号様

式）でお知らせします。 

 補助金の交付決定前に解体工事に着手した場合は、補助金の交付対象外となりますのでご

注意ください。 

 

〇交付申請受付期間   事前調査結果通知後 ～ 令和８年１１月３０日（月） 

（当日消印有効） 

 

〇必要書類        

□交付申請書（第３号様式） 

□工事見積書（金額と内訳がわかるもの） 

□空き家所有者との相続関係がわかる書類（申請者が空き家の相続人である場合） 

  ※相続関係がわかる書類の例：戸籍謄本、遺産分割協議書、相続放棄申述受理通知書等 

 □同意報告書（空家等が複数人の共有名義または相続財産、所有権以外の権利を設定して

いる方がいる場合）（別紙１） 

 □誓約書（別紙２） 

※自署または押印してください 

 

〇申し込み方法     建設課窓口または郵送で提出してください。 

提出先   〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町 10番 15号 

            阿賀野市役所 産業建設部 建設課 都市計画建築係 

 

 

3. 実績報告 

 工事完了後は、速やかに下記の必要書類を提出してください。 

 現地確認および書類審査のうえ、補助金の額を確定します。補助金額の確定後、確定通知

書（第９号様式）にてお知らせします。 

 

〇提出期限       令和９年２月２６日（金）（当日消印有効） 
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〇必要書類 

□実績報告書（第８号様式） 

□工事代金の請求書 

□工事代金の支払いが確認できる書類 

 ※工事代金の支払いが確認できる書類の例：領収書、振り込みの控えなど 

□写真（工事実施中、完了後） 

 □廃材のリサイクル、処分等を適正に行った旨の報告書、またはマニフェストの写し 

 

 

4. 補助金の請求 

 補助金額の確定後、補助金の交付請求が必要です。補助金の請求書（第１０号様式）を提

出してください。 

なお、補助金は申請者名義の口座に振り込みますので、口座情報を正確にご記入くださ

い。口座情報が誤っていると、補助金の振り込みに時間を要する場合があります。 

 

 

5. その他 

〇工事内容の変更・中止があった場合 

工事費が増減する場合、工事を中止する場合等は、変更等の手続きが必要なことがありま

す。事前にご相談の上、（内容変更・中止）届出書（第６号様式）に変更内容がわかる書類

を添えて提出してください。 

※変更内容がわかる書類の例：変更後の見積書など 

 

〇補助金の返還について 

 虚偽その他の不正により補助金の交付を受けたとき、または交付条件に反したときは、期

間を定めて補助金の全部または一部の返還を命じることがあります。 
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１０ 用語の意義                                  

 

用語 意義 

空き家 
市内に所在する住宅で、空き家になってから事前調査まで

に１年以上経過しているもの 

特定空き家 特定空家等として市が認定した空き家 

不良住宅 

住宅地区改良法（昭和 35年第 84号）第２条第４項に規定

する不良住宅で、別表の空家等状態判定基準で不良度の判

定結果が合計 100点以上のもの 

管理不全空き家 
別表の空家等状態判定基準で不良度の判定結果が合計 10点

以上のもの 

所有者 

阿賀野市内に空き家等を所有し、登記の全部事項証明書

（建物）に所有者として記載されている方（未登記の場合

は、納税義務者） 

 

 

１１ 空き家・空き地バンクについて                              

 阿賀野市では、将来的に使う予定のない空き地（宅地）を売買物件として、市のホームペ

ージで紹介しています。阿賀野市空き家・空き地バンクは、空き地を売りたい所有者と土地

の購入希望者との橋渡しをする制度です。（空き家の場合は、売買または賃貸物件として紹

介します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 物件登録を希望する方は、下記問い合わせ先にご連絡のうえ、登録申込書と添付書類を担

当まで提出してください。詳細は、阿賀野市ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

空き家・空き地バンク 

（市役所 建設課内） 

空き家・空き地 
の所有者 

空き家・空き地 
の利用希望者 

物件登録 

物件調査 情報提供 

利用者登録 
協定締結 

不動産 

団体 

売買、賃貸借の仲介 

阿賀野市ホームぺージ 

「空き家・空き地を売りたい、貸したい方へ」➡ 
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１２ 問い合わせ先                                  

 空家等解体支援事業補助金および空き家・空き地バンクに関することなど、お気軽にご相

談ください。 

 

  阿賀野市役所 産業建設部 建設課 都市計画建築係 

   〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町 10番 15号 

   T E L：0250-61-2480（建設課直通） 

   F A X：0250-61-2037 

   E-mail：toshikeikaku@city.agano.niigata.jp 

 

 

 


